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国道２０号相模原市緑区吉野 
防災工事に伴う通行規制のお知らせ 

 
相武国道事務所では、国道２０号相模原市緑区吉野地先で、平成２２年５月から防災

工事を実施しており、下記のとおり通行規制を行います。 

 

日時：平成２２年１１月２９日（月）～１２月１０日（水）（予定） 

午後９：００～翌日午前５：００（日曜日・祝日は規制を行いません） 

場所：国道２０号相模原市緑区吉野地先 約４００ｍの区間 

内容：上下２車線のうち１車線を通行規制し、片側交互通行にする。 

 

大型車の通行は可能です。また、通行規制区間はカーブが多いため、注意して走行し

て下さい。 

 

相模原市緑区吉野地区は、台風等の大雨（連続降雨量１５０ｍｍ超）の際に法面
のりめん

崩落

の恐れがあることから、通行規制区間となっています。そのため、相武国道事務所では、

本工事において法面崩落を防ぐ法面処理を実施しており、１２月に完了する予定です。

こうした対策によって、大雨の際にも交通利用者が安全に通行できる道路の整備を進め

ています。 
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問い合わせ先 
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通行規制 
(２車線のうち 1車線) 

交互通行 
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工事内容について  
今回、通行規制を行い、道路端部に設置されている仮設防護柵を撤去し、残った法面処理の作

業を行います。平成２２年１２月に、工事は完了する予定です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通行規制区間の防災工事について 
 
 相武国道事務所は、台風等の大雨の際に土砂崩落等の恐れがある国道２０号の大垂水区間（八王

子南浅川町～相模原市緑区千木良 Ｌ＝４．８ｋｍ）及び本工事場所を含む相模湖区間（相模原市

緑区与瀬～緑区吉野 Ｌ＝１．５ｋｍ）の通行規制区間を中心に、道路利用者の安全を守るため、

落石防護柵の設置や法面処理等の防災工事を実施しております。 

今回の工事を含め、相模湖区間の全ての防災工事が平成２２年度に完了した後は、通行規制の基

準値（連続降雨量１５０ｍｍ超）の緩和や、通行規制区間の解除に向けた検討を行っていきます。 

 

 

 

 

【工事着手前】 【現在】 

【 雨量時の通行規制区間 】 

工事(規制)場所

通行規制区間 Ｌ＝４.８km 

（連続雨量１５０mm 以上） 

【大垂水区間】 

通行規制区間 Ｌ＝１.５km 

（連続雨量１５０mm 以上） 

【相模湖区間】 

広域図


